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議案第１７号

向日市立保育所設置条例の一部改正について

向日市立保育所設置条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成２７年２月２４日提出

向日市長 久 嶋 務
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条例第 号

向日市立保育所設置条例の一部を改正する条例

向日市立保育所設置条例（昭和３９年条例第８号）の一部を次の

ように改正する。

第１条に見出しとして「（設置）」を付し、同条中「（昭和２２

年法律第１６４号」の次に「。以下「法」という。」を、「向日市

立保育所」の次に「（以下「保育所」という。）」を加える。

第２条に見出しとして「（名称及び位置）」を付し、同条中「前

条により設置する」を削り、「および」を「及び」に改める。

第３条に見出しとして「（委任）」を付し、同条中「必要な」を

「申込手続その他の保育の実施に関し必要な」に改め、同条を第４

条とし、第２条の次に次の１条を加える。

（保育料）

第３条 保育所に入所している児童（法第２４条第５項又は第６項

の規定により市長が入所させた児童を除く。）の保護者は、保育

料を納付しなければならない。

２ 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第２７条第３項第２号の政令で定める額（当該額が６

１，５００円を超えるときは、６１，５００円）を限度として、

規則で定める。

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかか

わらず、保育料を減額し、又は免除することができる。

附 則
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この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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〈参 考〉

向日市立保育所設置条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（設置）

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下 第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号

「法」という。）第３５条第３項の規定に基づく児童福 ）第３５条第３項の規定に基づく児童福

祉施設として、向日市立保育所（以下「保育所」とい 祉施設として、向日市立保育所

う。）を設置する。 を設置する。

（名称及び位置）

第２条 保育所の名称及び 位置は、 第２条 前条により設置する保育所の名称および位置は、

別表のとおりとする。 別表のとおりとする。

（保育料）

第３条 保育所に入所している児童（法第２４条第５項又

は第６項の規定により市長が入所させた児童を除く。）

の保護者は、保育料を納付しなければならない。

２ 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第２７条第３項第２号の政令で定め

る額（当該額が６１，５００円を超えるときは、６１，

５００円）を限度として、規則で定める。

３ 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規

定にかかわらず、保育料を減額し、又は免除することが

できる。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他の 第３条 この条例に定めるもののほか、必要な

保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。 事項は、市長が別に定める。


